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（総則） 

第１条 本契約は、受注者の雇用する労働者（以下「派

遣労働者」という。）を発注者に派遣し、発注者の指

揮命令を受けてさせるために派遣することを目的と

する。 

２ この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣

法」という。）、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、

労働安全衛生法（昭和２２年法律第１４１号）、雇用

保険法（昭和４９年法律第１１６号）等関係法令等

を遵守するものとする。 

３ 受注者は、業務を契約書記載の履行期間（以下「履

行期間」という。）内に完了し、発注者は、その料金

（以下「派遣料金」という。）を支払うものとする。 

４ 発注者は、その意図する業務を完了させるため、

業務に関する指示を受注者又は受注者の責任者に対

して行うことができる。この場合において、受注者

又は受注者の責任者は、当該指示に従い業務を行わ

なければならない。 

５ 受注者は、この約款、契約書若しくは仕様書等に

特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注

者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了

するために必要な一切の手段をその責任において定

めるものとする。 

６この約款、契約書及び仕様書等における期間の定め

については、民法（明治２９年法律第８９号）及び

商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところに

よるものとする。 

７ この契約締結後、消費税法(昭和６３年法律第

１０８号)等の改正等によって、消費税等額に変動が

生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更す

ることなく派遣料金に相当額を加減して支払う。 

（契約の保証）  

第２条  受注者は、高松市病院事業会計規程（平成

２３年高松市病院局管理規程第３４号）第７２条に

おいて準用する高松市契約規則（昭和３９年高松市

規則第３６号）の規定により公告その他の契約の申

込みの誘引において発注者から求められたときは、

この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲

げる保証を付さなければならない。ただし、第４号

の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直

ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならな

い。 

(１) 契約保証金の納付 

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の

提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損

害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認め

る金融機関の保証 

(４) この契約による債務の不履行により生ずる損

害を填補する履行保証保険契約の締結 

２  前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は

保険金額（第５項において「保証の額」という。）は、

１年当たりの派遣料金の１０分の１以上としなけれ

ばならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第４号までのいずれか

に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第２２条第

２項に規定する損害についても保証するものでなけ

ればならない。 

４  第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第

３号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保

証金に代わる担保の提供として行われたものとし、

同項第４号に掲げる保証を付したときは契約保証金

の納付を免除する。 

５  派遣料金の変更があった場合には、保証の額が変

更後の１年当たりの派遣料金の１０分の１に達する

まで、発注者は、保証の額の増額を請求することが

でき、受注者は、保証の額の減額を請求することが

できる。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条  受注者は、この契約により生ずる権利又は義

務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

２  受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三

者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的

に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の

承諾を得た場合は、この限りでない。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

２ 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行す

る上で得られた図書・データ等（業務を行う上で得

られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、

又は譲渡してはならない。 

（安全及び衛生） 

第５条 発注者及び受注者は、労働者派遣法第４４条

から第４７条の２までの規定により課された各法令

を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。な

お、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先

の安全衛生に関する規定を適用することとし、その

他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適

用する。 

 （福祉の増進のための供与） 

第６条 発注者は、発注者の労働者に対して利用の機

会を与える給食施設、休憩室、及び更衣室について

は本契約書に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に

対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければ

ならない。 

 （派遣労働者の新たな就業機会の確保） 

第７条 発注者は、発注者に起因する事由により、労

働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行お

うとする場合には、受注者の同意を得ることはもと

より、あらかじめ１か月程度以上の猶予をもって受

注者に解除の申し入れを行う。 

２ 発注者及び受注者は、労働者派遣契約の契約期間

が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由に

よらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、

当該労働者派遣契約に関わる派遣労働者の新たな就

業機会の確保を図ることに努めなければならない。 

３ 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、

労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行

い、受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休

業させることを余儀なくさせられた場合は、休業手

当に相当する額以上の額を、またやむを得ない事由

により解雇となる場合で、発注者からの解除の申し

入れがなかったとき、若しくは予告をした日から解

雇までの期間が３０日に満たないときは、当該解雇

の日の３０日前の日から当該予告の日までの日数分

以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の

賠償を行わなければならない。また、発注者及び受
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注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、

双方で十分に協議した上でその割合について考慮す

る。 

 （二重派遣等の禁止） 

第８条 受注者は、他の労働者派遣事業主から派遣を

受けた労働者を発注者に派遣してはならない。 

２ 発注者は、受注者から受け入れた派遣労働者を第

三者（取引先等）の指揮命令下で労働させてはなら

ない。 

（業務責任者） 

第９条  受注者は、業務責任者を定め、その氏名その

他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

業務責任者を変更したときも、同様とする。 

（貸与品等） 

第１０条  発注者が受注者に貸与し、又は支給する図

書その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」と

いう。）については、仕様書等に定めるところによる。 

２  受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもっ

て管理しなければならない。 

３  受注者は、業務の完了、仕様書等の変更等によっ

て不用となった貸与品等を発注者に返還しなければ

ならない。 

４  受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、

毀損し、又はその返還が不可能となったときは、仕

様書等に定めるところにより、損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（条件変更等） 

第１１条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号

のいずれかに該当する事実を発見したときは、その

旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなけ

ればならない。 

(１)  仕様書、図面、これらの図書に係る質問回答

書が一致しないこと（これらの優先順位が定めら

れている場合を除く。）。 

(２)  仕様書等に誤り又は脱漏があること。 

(３)  仕様書等の表示が明確でないこと。 

(４)  履行上の制約等仕様書等に示された自然的又

は人為的な履行条件と実際の自然的又は人為的な

履行条件が相違すること。 

(５)  仕様書等に明示されていない履行条件につい

て予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２  発注者は、前項の規定による確認を請求されたと

き、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、直ちに調査を行わなければならない。 

３  発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（こ

れに対してとるべき措置を指示する必要があるとき

は、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後

１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければ

ならない。ただし、その期間内に通知することがで

きないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ

受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長するこ

とができる。 

４  前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実

が確認された場合において、必要があると認められ

るときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行

わなければならない。 

５  前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行わ

れた場合において、発注者は、必要があると認めら

れるときは履行期間若しくは派遣料金を変更し、又

は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

（仕様書等の変更） 

第１２条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、

必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関

する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等

又は業務に関する指示を変更することができる。こ

の場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは履行期間若しくは派遣料金を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し

なければならない。 

（業務の中止） 

第１３条 発注者は、必要があると認めるときは、業

務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は

一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した

場合において、必要があると認められるときは履行

期間若しくは派遣料金を変更し、又は受注者が業務

の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要

としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

（業務に係る受注者の提案） 

第１４条 受注者は、仕様書等又は業務に関する指示

について、技術的又は経済的に優れた代替方法その

他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者

に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は

業務に関する指示の変更を提案することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、仕様書等又は

業務に関する指示の変更を受注者に通知するものと

する。 

３ 発注者は、前項の規定により仕様書等又は業務に

関する指示が変更された場合において、必要がある

と認められるときは、履行期間又は派遣料金を変更

しなければならない。 

 （料金の支払い） 

第１５条 発注者が、受注者に対し本契約に基づく労

働者派遣の対価として支払う派遣料金については、

本契約書及び仕様書等に定める。 

２ 経済変動、諸経費の変動等により、派遣料金改定

の必要を生じたとき、発注者と受注者とが協議して

派遣料金を改定することができる。 

３ 発注者の従業員の労働闘争、その他発注者の責め

に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行ができ

なくなった場合は、受注者は債務不履行の責任を負

わず派遣料金を請求することができる。 

 （業務完了報告及び請求） 

第１６条 派遣労働者は、就業に関する報告を毎勤務

日に行い、仕様書に定めるところにより検査を受け

なければならない。 

２ 派遣料金の計算は 1 か月単位で行うものとし、受

注者は、毎月末日に派遣料金を締切り、締切日の翌

月中に派遣労働者の就業に関する報告及び請求を発

注者に行う。 

３ 発注者は、適正な請求書を受理した日から３０日

以内に派遣料金を支払わなければならない。 

（債務不履行に対する受注者の責任） 

第１７条 受注者がこの契約に違反した場合、その効

果がこの契約に定められているもののほか、発注者

は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求

し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求する

ことができる。ただし、損害賠償については当該債
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務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して受注者の責めに帰することができない事由によ

るものであるときは、この限りでない。 

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第１６条

第１項の規定による検査に合格したことをもって免

れるものではない。 

３ 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に

関して違反があることを知ったときは、第１項の規

定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しな

ければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をする

ことができない。ただし、受注者がその違反がある

ことを知っていたときは、この限りでない。 

４ 第１項の規定は、受注者の契約違反が仕様書等の

記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により

生じたものであるときは、適用しない。ただし、受

注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当で

あることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

 （契約の解除） 

第１８条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由

なくして労働者派遣法その他関係法令又は本契約若

しくは仕様書等の定めに違反した場合には是正を催

告し、相当な期間内に是正がないときには、本契約

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 発注者及び受注者は、相手方について次の各号の

いずれかに該当する事由が生じた場合、何ら催告を

要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

(１) 手形、小切手を不渡りとしたとき、又は支払

停止若しくは債務超過に至ったとき。 

(２) 差押、仮差押、仮処分、担保権に基づく競売

の申立、強制執行をうけたとき。 

(３) 租税公課の滞納処分、その他公権力の処分を

うけたとき。 

(４) 破産の申立、民事再生手続、会社更生手続等

の開始申立があったとき。 

(５) 営業を廃止し、または清算に入ったとき。 

(６) 相手方の役職員、又は乙の派遣労働者に法律

違反その他公序良俗に反する行為があり、相手側

の名誉、信用の毀損等、本契約の継続が困難であ

ると認めるに至ったとき。 

(７) 法令の定める解約事由が生じたとき。 

(８) 受注者が本契約の業務を完了させることがで

きないことが明らかであるとき。 

３ 発注者又は受注者が、前項に基づき本契約を解除

した場合、契約解除の原因をなす相手方が当然に期

限の利益を失い、支払期日にかかわらず、解除した

発注者又は受注者に対して有する債務を直ちに弁済

しなければならない。 

４ 天災その他、発注者及び受注者いずれかの責にも

帰せられない事情によって、本契約の継続が不可能

となった場合は、発注者及び受注者の協議の上、本

契約の全部又は一部を解除できるものとする。 

５ 労働者派遣法第２９条の規定により、本契約の解

除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

（反社会的勢力の排除） 

第１９条 発注者又は受注者は、相手方（受注者が共

同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

第２項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当

した場合、何ら催告を要せず、直ちに本契約の全部

を解除することができる。 

(１) 代表一般役員等（受注者の代表役員等（受

注者が個人である場合にはその者を、受注者が

法人である場合には代表権を有する役員（代表

権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含

む。）をいう。以下この号において同じ。）、一般

役員等（法人の役員（執行役員を含む。）又はそ

の支店若しくは営業所（常時、委託契約を締結

する事務所をいう。）を代表する者（代表役員等

に含まれる場合を除く。）をいう。）又は経営に

事実上参加している者をいう。以下この項にお

いて同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下この項において同じ。）又は暴力団員関係者

（暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。）又は暴力団員以外の者で暴力団と

関係を持ちながら、その組織の威力を背景とし

て暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第１号に規定する暴力的不法行為等

を行うもの又は暴力団に資金等を供給すること

等によりその組織の維持及び運営に協力し、若

しくは関与するものをいう。以下この項におい

て同じ。）であると認められるとき。 

(２) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自

己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図る

ため又は第三者に債務の履行を強要し、若しく

は損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者

を利用したと認められるとき。 

(３) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係

者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物

品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供

与したと認められるとき。 

(４) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係

者と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

(５) 資材等の購入契約を締結する場合等におい

て、その相手方が(１)から(４)までのいずれか

に該当する者であることを知りながら、資材等

の購入契約を締結する等当該者を利用したと認

められるとき。 

  (６) (１)から(４)までのいずれかに該当する者

と資材等の購入契約を締結する等当該者を利用

していた場合（(５)に該当する場合を除く。）に

おいて、発注者が当該資材等の購入契約を解除

する等当該者を利用しないよう求めたにもかか

わらず、これに従わなかったとき。 

２ 発注者又は受注者は、前項により本契約の全部を

解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一

切賠償しない。 

（談合その他不正行為による解除） 

第２０条 発注者又は受注者は、相手方が次の各号の

いずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、直ち

に本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(１) この契約に関し受注者が、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下この項において「独占禁止

法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法

第８条第１号の規定に違反したことにより、公

正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第

７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい
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て準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下この項において「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき

（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条

第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(２) この契約に関し、納付命令又は独占禁止法

第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除

措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が

構成事業者である事業者団体（以下この号及び

次号において「受注者等」という。）に対して行

われたときは、受注者等に対する命令で確定し

たものをいい、受注者等に対して行われていな

いときは、各名宛人に対する命令全てが確定し

た場合における当該命令をいう。次号において

「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があっ

たとされたとき。 

(３) この契約に関し、納付命令又は排除措置命

令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第

８条第１号の規定に違反する行為があったとさ

れた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において、この契約が、

当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、

これが確定したときは、当該納付命令における

課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の

実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含

む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分

野に該当するものであるとき。 

(４) この契約に関し、受注者（法人にあっては、

その役員及び使用人を含む。次号において同

じ。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条

の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号の規定による刑が確定した

とき。 

(５) この契約に関し、受注者の刑法第１９８条

の規定による刑が確定したとき。 

（契約の解除制限）   

第２１条 発注者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、

社会的身分又は派遣労働者が労働組合の正当な行為

をしたことを理由として本契約を解除することはで

きない。 

 （損害賠償請求等） 

第２２条 発注者又は受注者が本契約に違反し、相手

方又は第三者に損害を与えた場合はこれを賠償しな

ければならない。 

２ 派遣労働者が、本業務遂行中に故意又は過失によ

り、発注者又は第三者に対して起こした事故につい

ては、受注者が損害賠償等の責任を負うものとする。

ただし、受注者が派遣労働者の選任及びその事業の

監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意

をしても損害が生ずべきであったとき若しくは損害

の発生に際し、発注者にも過失が認められる場合に

おいては、共同してその損害を賠償するものとし、

その賠償に要する経費負担は、協議してこれを定め

るものとする。 

 （発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措

置） 

第２３条 労働者派遣の役務の提供の終了後、派遣労

働者を発注者が雇用することを希望する場合には、

発注者は事前にその意思を受注者へ通知する。なお、

受注者が職業紹介の手続きを行う場合の職業紹介手

数料について別途協議するものとする。 

（保険） 

第２４条  受注者は、仕様書等に基づき保険を付した

とき、又は任意に保険を付しているときは、当該保

険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者

に提示しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第２５条  受注者は，この契約による事務を処理する

ため個人情報を取扱う場合は，別記「個人情報取扱

特記事項」を遵守しなければならない。 

（補則） 

第２６条 この約款に定めのない事項については、必要

に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 


